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人事行政の運営等の状況の公表について 
 

人事行政の運営の状況について、つがる西北五広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

第４条の規定に基づき、毎年１２月に前年度の状況を中心に職員数や給与等の情報を公表しています。 

 

Ⅰ 任免及び職員数の状況 

広域連合は広域連合事務局及び病院事業で構成されており、一部では構成市町が職員を派遣してお

り、派遣職員については、職員の採用や退職などの任免については派遣元の市町で行われています。 

 １ 部門別職員数 

  事務局分 

区  分 Ｒ２．４．１ Ｒ３．４．１ 対前年増減数 

一 般 行 政 職 ８人 ８人 ０人 

 
総 務 部 門 ４人 ４人 ０人 

民 生 部 門    ４人 ４人 ０人 

  

  病院事業分 

区 分 Ｒ２．４．１ Ｒ３．４．１ 対前年増減数 

一般行政職 ５９人 ５８人 △１人 

医療職給料表(一) ６８人 ６６人 △２人 

医療職給料表(二) １５３人 １５５人 ２人 

医療職給料表(三） ４３２人 ４３５人 ３人 

技能職給料表 ０人 ０人 ０人 

計 ７１２人 ７１４人 ２人 

 

 ２ 新採用状況（Ｒ３）病院事業 R3.4.1付採用者数 

医師 
看護師 

助産師 
薬剤師 

診療放射

線技師 

臨床検査

技師 

理学療法

士 

作業療法

士 
合計 

１８人 ２４人 １人 ２人 ３人 ２人 １人 ５１人 

 

 ３ 退職者の状況（Ｒ２）病院事業 

定年退職 早期退職 死亡 普通退職等 合計 

１７人 ０人 ０人 １７人 ３４人 

 

 ４ 早期退職者の認定の状況（Ｒ２）病院事業 

募集期間 応募者数 認定者数 

令和２年７月１日から令和２年９月１８日まで ０人 ０人 

 

 ５ 再任用職員数フルタイム（Ｒ３）病院事業 

看護師 
診療放射線

技師 

臨床検査 

技師 
理学療法士 一般事務 合計 

１１人 １人 １人 １人 ２人 １６人 

 

 ６ 再任用職員数パートタイム（Ｒ３）病院事業 

一般事務 

１人 
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７ 派遣元毎の職員数 

  事務局分 

市 町 名 Ｒ２．４．１ Ｒ３．４．１ 対前年増減数 

五 所 川 原 市 ３人 ３人 ０人 

つ が る 市 ３人 ３人 ０人 

鰺 ヶ 沢 町 １人 １人 ０人 

深  浦  町 ０人 ０人 ０人 

鶴  田  町 １人 １人 ０人 

中  泊  町 ０人 ０人 ０人 

合    計 ８人 ８人 ０人 

 

  病院事業分 

市 町 名 Ｒ２．４．１ Ｒ３．４．１ 対前年増減数 

五 所 川 原 市 ３０人 ２９人 △１人 

つ が る 市 ７人 ７人 ０人 

鰺 ヶ 沢 町 ９人 ９人 ０人 

深  浦  町 １人 １人 ０人 

鶴  田  町 ４人 ４人 ０人 

中  泊  町 ３人 ３人 ０人 

合    計 ５４人 ５３人 △１人 

 

 

 

Ⅱ 人事評価の状況 

  人事評価は、地方公務員法の規定により平成 29年 4月から実施が義務づけられています。 

  つがる西北五広域連合の人事評価は、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた

業績を公正に把握することで、能力と業績に基づく人事管理を行うことにより、組織全体の士気高揚

を促し、公務能率の向上につなげ、住民サービスの向上と、より質の高い医療サービスの提供につな

げることを目的としています。 

  ・評価方法 能力評価及び業績評価 

  ・評価期間 4月 1日から 3月 31日まで 

  ・評価スケジュール  5月：組織目標設定 

             6月：期首面談 

            10月：期中面談 

             2月：期末面談 

 

Ⅲ 給与、勤務時間その他の勤務条件の状況 

 １ 人件費等の状況（令和２年度決算）決算統計より 

  事務局分 

歳出総額 

(A) 

人 件 費 

(B) 

人件費率 

(B)/(A) 

元年度の 

人件費率 

602,830 千円 73,694 千円 12.2 ％ 77.2 ％ 

 

 

 

  病院事業分 

歳出総額 

（A） 

人件費 

（B） 
人件費率（B/A） 

元年度の 

人件費率 

14,827,393千円 6,910,235千円 46.60 ％  45.45 ％ 
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 ２ 職員給与費の状況（令和３年度当初予算）当初予算給与費明細 

  事務局分  

職員数 

(A) 

職 員 給 与 費 一人当たり 

給与費 

(B)/(A) 
給料(基本給) 職員手当 期末勤勉手当 計 (B) 

人 

8  

千円 

29,875  

千円 

5,835  

千円 

11,529  

千円 

47,239  

千円 

5,905  

  

  病院事業分  

職員数 

（A） 

職 員 給 与 費 一人当たり 

給与費 

（B/(A） 
給料(基本給) 職員手当 期末勤勉手当 計（B） 

人 

719  

千円 

2,780,615  

千円 

2,070,161  

千円 

1,130,149  

千円 

5,980,925  

千円 

8,318  

※ 職員手当は、扶養手当、通勤手当、時間外手当などであり、退職手当や特別職（議員、各種委員）

に支給される報酬は含まれていません。 

 

 ３ 職員の平均年齢、平均給料月額、平均給与月額の状況（令和 3年 4月 1日現在） 

  事務局分 

区  分 平均年齢 平均給料月額（注１） 平均給与月額（注２） 

行政職（一般事務職） ３９．7 歳 ３００，０８８円 ３２７，８１７円 

 

  病院事業分 

区   分 平均年齢 平均給料月額（注１） 平均給与月額（注２） 

行政職（一般事務職） ４４．５歳 ３２４，５７１円 ３６７，７９８円 

（注）１ 「平均給料月額」とは、４月１日現在における職員の基本給の平均です。 

    ２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当

などの諸手当の額を合計したものの平均です。 

 

 ４ 級別職員数の状況（令和 3年 4月 1日現在） 

  事務局分 

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

１ 級 主事 １人 １２．５％ 

２ 級 主任 １人 １２．５％ 

３ 級 係長・主査 ３人 ３７．５％ 

４ 級 主幹 ２人 ２５．０％ 

５ 級 課長・副参事 １人 １２．５％ 

６ 級 参事 ０人 ０％ 

７ 級 事務局長・理事 ０人 ０％ 

合   計 ８人 １００．０％ 
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  病院事業分（行政職） 

区  分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

１ 級 主事 ５人 ８．６％ 

２ 級 主任 ７人 １２．１％ 

３ 級 係長・主査 １３人 ２２．４％ 

４ 級 課長補佐・主幹 ２２人 ３８．０％ 

５ 級 課長・副参事 ５人 ８．６％ 

６ 級 事務長・次長 ５人 ８．６％ 

７ 級 病院運営局・事務部長・理事 １人 １．７％ 

合   計 ５８人 １００．０％  

 

 

  病院事業分（医療職給料表（一）） 

区  分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

１ 級 医員 ８人 １２．１％ 

２ 級 科長・医長 ４４人 ６６．７％ 

３ 級 所長・副院長 １０人 １５．１％ 

４ 級 
院長・相当高度な知識経験に基づき困難な

医療業務を行う所長 
４人 ６．１％ 

合   計 ６６人 １００．０％ 

 

 

  病院事業分（医療職給料表（二）） 

区  分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

１ 級 
管理栄養士・診療放射線技師・理学療法士・言語聴覚士、臨

床工学技士・歯科技工士 
２人 １．３％ 

２ 級 

薬剤師・相当困難な業務を行う管理栄養士・診療放射線技師・

臨床検査技師、理学療法士・作業療法士・視能訓練士・言語

聴覚士・臨床工学技士・歯科衛生士 

７８人 ５０．３％ 

３ 級 

相当困難な業務を行う薬剤師・困難な業務を行う管理栄養

士・栄養士・診療放射線技師・臨床検査技師、理学療法士、

臨床工学技士 

２１人 １３．５％ 

４ 級 

主任管理栄養士・主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、

主任言語聴覚士・特に困難な業務を行う管理栄養士・臨床検

査技師・理学療法士 

１３人 ８．４％ 

５ 級 

薬剤部長・副薬剤部長・臨床検査部技師長・リハビリテーシ

ョン部技師長・診療画像情報部技師長・臨床工学部技師長・

臨床検査部副技師長・診療画像情報部副技師長・リハビリテ

ーション部副技師長・相当困難な業務を行う主任薬剤師・困

難な業務を行う主任診療放射線技師・主任臨床検査技師・主

任歯科衛生士・主任理学療法士・主任作業療法士・職務の内

容及び責任の程度が前各号と同等と認められる薬剤師・臨床

検査技師・理学療法士・作業療法士・管理栄養士 

３７人 ２３．９％ 

６ 級 
薬剤局長・困難な業務を行うリハビリテーション局長、診療

画像情報局長、臨床検査局長・困難な業務を行う薬剤部長 
４人 ２．６％ 

合   計 １５５人 １００．０％ 
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  病院事業分（医療職給料表（三）） 

区  分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

１ 級 准看護師 ０人 ０％ 

２ 級 看護師、助産師 １４９人 ３４．２％ 

３ 級 
主任看護師・相当困難な業務を行う看護師・助産師・困難な

業務を行う准看護師 
９３人 ２１．４％ 

４ 級 
主任看護師・主任助産師・困難な業務を行う看護師、助産師・ 

特に困難な業務を行う准看護師 
４９人 １１．３％ 

５ 級 
副看護部長・看護師長・看護主幹・主任看護師・主任助産師・

主任保健師・特に困難な業務を行う看護師・助産師 
１４１人 ３２．４％ 

６ 級 看護局長・副看護局長 ３人 ０．７％ 

合   計 ４３５人 １００．０％ 

 

 

 

 ５ 職員手当の状況（令和２年度決算） 

 （１）期末手当・勤勉手当 

  事務局分 

手当名 支  給  額 
一人当たり 

平均支給額 
支給割合 

期末手当 ６，５１６千円 ８１５千円      ２．４５月分 

勤勉手当 ４，６９２千円 ５８７千円      １．８０月分 

加算措置 職務上の段階、職務の級による加算措置あり 

 

  病院事業分 

手当名 支  給  額 一人当たり平均支給額 支給割合 

期末手当 ５７２，１５０千円 ８３９千円 ２．４５月分 

勤勉手当 ４０５，２４８千円 ５９５千円 １．８０月分 

加算措置 職務上の段階、職務の級による加算措置あり 

 

 

 （２）その他の手当支給状況 

  事務局分 

手当名 支  給  額 支給対象職員数 備  考 

扶 養 手 当 ６３６千円 ４人  

住 居 手 当 １，２１２千円 ４人  

通 勤 手 当 １８７千円 ４人  

寒冷地手当 ５１７千円 ８人  

管理職手当 ３６０千円 １人  
時間外勤務手当 ５７４千円 ５人  

児 童 手 当 ６００千円 ２人  

 ※ 給料及び手当等は、つがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例第７条及び派遣 

  協定により、派遣元の職員として在職した場合に適用される基準を適用することとされ 

  ています。 
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  病院事業分 

手 当 名 支  給  額 支給対象職員数 備  考 

扶 養 手 当 ６９，２７３千円 ３１６人  

住 居 手 当 ３１，４６９千円 １２０人  

通 勤 手 当 ３５，９４４千円 ４９１人  

特 勤 手 当 ５９１，５９４千円 ６４５人  

地 域 手 当 ７２，６１４千円 ７３人 医師のみ 

管 理 職 手 当 ８３，１６７千円 １１８人  

時間外勤務手当 １４０，８０３千円 ５６３人  

夜 間 手 当 ４６，３５２千円 ３１４人  

宿 日 直 手 当 ２７，５３４千円 １３１人  

寒 冷 地 手 当 ４２，００３千円 ６７６人  

児 童 手 当 ３８，８０５千円 １９１人  

※ 派遣職員の給料及び手当等は、つがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例第７条 

  及び派遣協定により、派遣元の職員として在職した場合に適用される基準を適用すること 

  とされています。 

 

 ６ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 （１） 勤務時間の状況 （令和 2年 4月 1日現在） 

  事務局・病院運営局 

勤 務 時 間 
休 憩 時 間 １日の勤務時間 

１週間の 

勤務時間 始業時刻 終業時刻 

８：１５ １７：００ 12：00 ～ 13:00 ７ 時間４５分 ３８ 時間４５分 

 

 （２）勤務時間の状況 （令和 2年 4月 1日現在） 

  つがる総合病院、かなぎ病院、鰺ヶ沢病院、つがる市民診療所、鶴田診療所 

勤 務 時 間 
休 憩 時 間 １日の勤務時間 

１週間の 

勤務時間 始業時刻 終業時刻 

８：１５ １７：００ 12：00 ～ 13:00 ７ 時間４５分 ３８ 時間４５分 

 

 （３） 年次有給休暇の取得状況 

  事務局分（令和 2年 1月 1日～令和 2年 12月 31日） 

総付与日数 総取得日数 対象職員数 平均取得日数 取得率 

１６０日 １０５．２日 ８人 １３．２日 ６５．８％ 

 

  病院事業分（令和 2年 1月 1日～令和 2年 12月 31日、令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日） 

総付与日数 総取得日数 対象職員数 平均取得日数 取得率 

１４，０２７日 ８，４７６．５日 ７０４人 １２．０日 ６０．４％ 

 

Ⅳ 休業の状況 

 １ 育児休業の取得状況 

   事務局において、令和２年度中に育児休業を取得した職員はありませんでした。 

（１）育児休業の取得状況 

  病院事業分 

区分 

育児休業取得者数 

令和２年度新規取

得者数 

前年度から取得中

の者 

男性職員 ０人 ０人 

女性職員 ２３人 ２０人 

計 ２３人 ２０人 
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 （２）令和２年度中に新たに育児休業を取得した職員の承認期間 

  病院事業分 

区分 

育児休業承認期間 

6 月以下 6 月超 

1 年以下 

1 年超 
1年 6月以下 

1 年 6 月超 

2 年以下 
2 年超 
2年 6月以下 

2 年 6 月超 
計 

男性職員 ０人  ０人 ０人 ０人 ０人 ０人  ０人 

女性職員 １人 １５人 ５人 ０人 ０人 ２人 ２３人 

計 １人 １５人 ５人 ０人 ０人 ２人 ２３人 

 

 

 ２ 育児部分休業及び育児短時間勤務の取得状況 

   事務局において、令和２年度中に育児部分休業及び育児短時間勤務を取得した職員はありません

でした。 

 

 （１）育児部分休業及び育児短時間勤務の取得状況 

  病院事業分 

区分 

育児部分休業及び育児短時間勤務の取得者数 

令和元年度新規取

得者数 

前年度から取得中

の者 

男性職員 ０人   ０人 

女性職員 ４人  ３人 

計 ４人  ３人 

 

 （２）令和２年度中に新たに育児部分休業及び育児短時間勤務を取得した職員の承認期間 

  病院事業分 

区分 

育児部分休業及び育児短時間勤務承認期間 

6 月以下 6 月超 

1 年以下 

1 年超 
1年 6月以下 

1 年 6 月超 

2 年以下 
2 年超 
2年 6月以下 

2 年 6 月超 
計 

男性職員 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

女性職員 １人 ４人 １人 ０人 ０人 １人 ７人 

計 １人 ４人 １人 ０人 ０人 １人 ７人 

 

 

Ⅴ 分限及び懲戒の状況 

 １ 分限処分の状況 

   分限処分とは、公務の能率の維持やその適正な運営の確保の目的から、勤務成績の不良、心身の

故障等のため職員が十分に職責を果たせない場合に行うものです。 

  事務局及び病院事業分 

種 類 処 分 の 内 容 
２年度 

処分者数 

免 職 公務能率を維持する見地から、職員の意に反してその職を失わせる処分  ０人 

降 任 職員が現に有している職より下位の職に任命する処分  ０人 

休 職 職員に職を保有させたまま一定期間、職務に従事させない処分  ４人 

降 給 職員が現に決定されている給料の額より低い額の給料に決定する処分  ０人 

合     計  ４人 

 

 

 

 ２ 懲戒処分の状況 

   懲戒処分とは、公務員としてふさわしくない非行がある場合に、公務における規律と秩序を維持

することを目的として行うものです。 
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事務局及び病院事業分 

種 類 処 分 の 内 容 
２年度 

処分者数 

免 職 職員を懲罰として勤務関係から排除する処分  ０人 

停 職 職員を懲罰として一定期間、職務に従事させない処分  １人 

減 給 一定期間、職員の給料の一定割合を減額して支給する処分  ２人 

戒 告 職員の規律違反の責任を確認し、その将来を戒める処分  ２人 

合     計  ５人 

 

 

Ⅵ 服務の状況 

 １ 職務に専念する義務の免除 

   職員は、職務に専念する義務を負います（地方公務員法第 35 条）が、法律又は条例に特別

な定めが有る場合はその義務が免除されます。 

   この「法律又は条例に特別な定めがある場合」には、主に以下のものがあります。 

 

 （１）法律に定めがある場合 

  ○ 選挙権その他公民としての権利を行使する場合（労働基準法第７条） 

  ○ 年次有給休暇（労働基準法第 39条） 

  ○ 休職する場合（地方公務員法第 27条第２項）  ほか 

 

 （２）条例に定めがある場合（職務に専念する義務の特例に関する条例第２条） 

  ○ 研修を受ける場合 

  ○ 厚生に関する計画の実施に参加する場合 

  ○ その他任命権者が定める場合（以下その主なもの） 

    ・スポーツ大会の役員・審判員、選手、コーチとして県大会等に出場する場合 

    ・看護協会の研修、役員会等へ参加する場合 

 

 ２ 営利企業等への従事制限 

   職務の公平性を確保するという観点から、職務には営利企業への従事や役員等との兼業につ

いて制限が課せられています。（地方公務員法第 39条） 

   つがる西北五広域連合では、職員から営利企業等への従事について許可の申請があった場合

には、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、法の精神に反しないと認められる場合に限り、

これを許可しています。 

  

 （１）職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合 

 

 （２）職員の占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間

に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合 

 

 （３）職員の身分上ふさわしからぬ性質を持つ場合 

 

  【営利企業等従事許可件数】（令和２年度）    ３９件 

 

Ⅶ 退職管理の状況 

  地方公務員法の改正により、平成 29 年 4 月から、営利企業等に再就職した元職員による退職

前の職務に関する現職職員への働きかけが禁止されるなど職員の退職管理の制度が導入されま

した。 

  つがる西北五広域連合では退職管理の適性を図るため、管理職であった元職員が退職後 2年間

に営利企業等に再就職した場合は、つがる西北五広域連合に届出しなければならない旨条例で定

めています。 
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Ⅷ 研修の状況 

 １ 研修の実施状況（令和２年度実績） 

   職務を遂行する上において必要な知識、技能、態度等を修得させ、その資質及び職務遂行能

力の向上を図ることを目的として職員研修を実施しています。 

  事務局分 

研  修  名 受講者数 

共済組合事務担当者研修 

認定調査従事者現任者研修 

認定審査会運営適正化研修 

メンタルヘルス研修 

１人 

１人 

１人 

１人 

 

   病院事業分 

研  修  名 受講者数 

青森県市町村職員退職手当組合事務担当者研修 

ハラスメント防止研修 

人事評価者研修（前期・後期） 

職員の服務と懲戒処分に関する研修 

新採用者研修 

 １人 

４３人 

各 ８４人 

６６９人 

新採用者全員 

 

Ⅸ 福祉及び利益の保護の状況 

 １ 職員健康診断の状況（令和２年度実績） 

労働安全衛生法に基づき、職員の疾病予防、健康障害の早期発見を図るため健康診断を実施

しています。 

事務局分 

検診の種類 検 査 項 目 受診者数 備  考 

職員総合検診 

胸部エックス線検査 ４人 人間ドック受診者を除

く 尿検査 ４人 

血圧測定 ４人 

心電図検査（35歳以上） ２人 

血 液 検 査 

血液一般検査 ２人 35歳と 40歳以上 

ただし、人間ドック受診

者を除く。 

肝機能検査 ２人 

血中脂質検査 ２人 

血糖検査 ２人 

人間ドック 
日帰りドック（30歳以上） ２人  

脳検診（45歳以上） ０人  

  

病院事業分 

検診の種類 検査項目 受診者数 備   考 

職員総合検診 

胸部エックス線検査 ７２２人 

 尿検査 ６９２人 

血圧測定 ７５５人 

心電図検査（35歳以上） ４３１人 

血液検査 

血液一般検査 ５００人 

 肝機能検査 ４９９人 

血中脂質検査 ４９７人 

血糖検査 ５００人 

人間ドック 
日帰りドック（30歳以上） １５３人   

脳検診（45歳以上）  ２４人   
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 ２ 公務災害の状況 

   地方公務員災害補償法に基づき、公務上や通勤途上の災害（負傷、疾病、障害または 

  死亡）を受けた職員には、その災害によって生じた損害が補償されます。 

   公務災害の認定及び補償については、地方公務員災害補償基金青森県支部が行ってお 

  ります。 

 

  公務災害等の発生状況（令和２年度実績） 

  事務局及び病院事業 

災 害 区 分 件  数 

公 務 災 害 ２０件 

通 勤 災 害  ２件 

合 計 ２２件 

  

３ 利益の保護の状況 

   職員の利益は、勤務条件に関する措置要求制度及び不利益処分に対する不服申し立て 

  制度によって保護されています。 

   令和２年度において、勤務条件に関する措置要求及び不利益処分に関する不服申し 

  立てはありませんでした。 

 

Ⅹ 競争試験及び選考の状況 

 

  採用試験の実施状況 

令和２年度 

試験職種 受験者数 合格者数 倍率 試験日 

看護師・助産師 27人 26人 1.04倍 R2.6.28 R2.9.20 3.1.10 

薬剤師 4人 2人 2.00倍 R2.6.28 

理学療法士 3人 2人 1.50倍 R2.9.20 

作業療法士 2人 1人 2.00倍 R2.9.20 

言語聴覚士 1人 0人 0.00倍 R2.9.20 

診療放射線技師 3人 3人 1.00倍 R2.6.28 R3.1.10 

臨床検査技師 3人 3人 1.00倍 R2.6.28 R3.1.10 

 


